
注１：登録することにより、より詳細な情報を取得できます。

登録されないと、次のステップに進めません。

空 き 家情報取得

● 市のホームページ、窓口で空き家の情報（一部）をご覧ください。

交 渉 成 立 ・ 成 約

登 録

● 詳細な情報を知りたい方は、「空き家バンク」利用登録申込書を提出してください。（郵送可能）　
【⇒様式第７号】

● 市の審査を経て登録された方に、詳細な情報を提供します。（注１）

交 渉 の 申 し 込 み

● 交渉を希望される方は、「交渉申込書」および「誓約書」を提出してください。（郵送可能）
【⇒様式第１１号、様式第１２号】

交 渉

● 所有者が選択した契約方法により交渉してください。

   【直接契約】
   所有者と利用者間で直接交渉を行います。 
【間接契約】
   市と協定を結んだ宅建協会が仲介します。
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